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（開  会  午 前 ９時 ３０分） 

●西嶋議長 

 おはようございます。 

全議員出席であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１２７条の規定により、５番・福島議員、６番・藤原議員を

指名いたします。 

日程第２、報告事項に対する質疑を行います。始めに報告第２号平成２８年度決算に基づ

く美郷町の健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 この健全化判断比率の中でですね、将来負担率が若干悪化したというようなことになっ

ております。これはまあ、私が認識を間違っていたら、またご指摘をいただければいいと思

うんですけども。この将来負担比率が上がるということはですね、要するに起債、いわゆる

借金がですね、増加してきているというふうに考えます。このことによってですね将来的に

また色々な大きな事業ありますけども、これによってまた大きな起債が出てくると、借金が

出てくるということになればこの実質公債比率１３．１ですけれども、これをずっと堅持す

る、もしくはこれを下げていくという話になればですね、そういった将来負担率が上がって、

起債が、借金が増えてくるということになればですね、今までやっていた住民サービス、こ

れが低下してくるという懸念も考えられるというふうに思いますが、その辺は財政的にど

のようにお考えでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 今、原議員からのご質問でございます。将来負担比率につきましては、こうした形で、本

年度将来負担比率が若干上昇しました。ポイントとしましては基金の目減り、基金が減った

ことによるものでございまして、今後ですね、今あります基金をですね、取り崩していくと

いうところの将来像がありますので、住民サービスのところの部分で直接直結した低下に

つながるかというところも懸念されるところではありますが、平成３２年以降ですね、地方

財政計画の見直し等がありましてですね、その辺美郷町だけに限らず、そうした社会補償費

の増大であるとか、の部分で基金を取り崩すというところも出てきて、まあ、先ほど話があ
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りましたような事業の推進であるとか、加えて先般お話しを差し上げましたことがこの公

共施設の適正化計画、今ある公共施設を長寿命化、それから耐震化も含めたところで、今後、

その公共施設をどうして維持していくか、修繕とかもありますので、そうした費用のかなり

の金額を要するということがありますので、そういうところを総括して考えましても懸念

はあります。この部分につきましては、そうした平成３２年以降のですね、国の地方財政計

画の方針を見ながら検討しなければいけないかなとは思っております。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 先ほど、課長のご説明にもあったように、若干住民サービスの部分で低下するという懸念

があるということでございますが、住民サービスの低下だけはですね、絶対に我々の立場か

らしてもですね、そういう事があってはならんというふうに思っておりますので、その辺の

ところをですね、きちっと、中財とか財政計画の中で網羅するような形で、健全な財政計画

を今後立てていただきたいというふうに思います。それともう１つはですね、基金の積立を

やめられております。じゃあなかったですかいね。で、基金もですね、やはりさっき言った

ように段々目減りしてきとるというお話でございますが、やはりある程度の基金は持って

ですね、今後、交付税の減少も考えられますので、そういったときに緊急の対応できるよう

な形のものがあればというふうに思っておりますので、これはお願いとしてよろしくお願

いいたします。 

●西嶋議長 

 答弁要りますか。 

（要りませんとの声） 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第２号の質疑を終わります。 

続きまして報告第３号、平成２８年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績及び決算並

びに平成２９年度事業計画及び予算の報告についての質疑を許します。 

質疑はございませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ４ページでございます。貸借対照表の中でですね、未収金、これが前年度に比べますと約

２００万、これが増えております。それと２つ下、販売用土地ですが８３１万２４２円、こ

れが前年度と同じ形でこうやって残っておるんですが、これは販売された収入なのか、それ
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とも販売される土地があるのか、その辺のところをお聞かせください。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 ご質問にお答えします。未収金につきましては、今年度２００万ございますが、３月末の

時点で、町の委託事業のところが、精算が行っていなかったということで、今年度は未収金

として１９７万５０００円の金額が上がっております。それから販売用土地につきまして

は、これは開発公社の方で保有しております土地の売買等が行えなかったということで、資

産としてこの土地のこの金額はそのまま変わらずに今年度もあるということです。以上で

す。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 決して開発公社ですね、楽な運営をされているわけじゃないというふうに思います。です

から、こういった町からの委託事業、こういったものの精算はですね、事業が終わっておる

のであれば出来るだけ早い精算が必要じゃないかなと思います。現に前年度についてはで

すね、ほとんど精算が終わって４０万ぐらいしか未収金なかったという状況ですので、事業

の年度計画的にはですね、同じような形でやっておられるんじゃないかというふうに推測

しますんで、その辺のところ一つお願いをします。それとさっきの土地ですけれども、これ

は評価額がおそらく上がっておると思うんですけども、この評価額の出し方というのはど

ういう風な形で出しておられるんですか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この評価額の出し方については、当初からの金額を上げておりまして、今年度の決算の段

階では再評価の方はしてございません。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 土地の評価額ですけれども、これはずっと毎年同じなんでしょうか。だいたい土地という

のはですね、おそらく美郷町の場合だいたい下がってきておると、評価がですね、思うんで

すけれども、開発公社当初からずっとこの金額であるというのは、これはちょっとはっきり

とおかしいことだというふうに思います。きちっと再評価をしてですね、ここに上げていか

ないとですね、高い評価額をずっと資産でここら計上しとるということになると、要するに

収入の部分支出の分でいえばですね、収入の部分が増えとるわけですから、黒字が出てくる

というふうに思います。今年度も黒字が１４７万４０９８円ということでございますけれ
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ども、この評価額によってはですね、これがゼロになるかもしれない可能性があるわけです

ね、要するにここがきちっとした評価額でないということになればですね、これは不透明な

計上ということで、あえて黒字を作っているというふうに考えられてもおかしくないとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 公社の会計としましては、そうした黒字のためのそうした販売価格の維持という意図は

ございません。ご質問にもありましたように、その評価につきまして、まあご質問にありま

したように今年度以降ですね、再検証してですね、しなければいけないかなというご質問を

受けて考えておりますので、その辺再度検討させてください。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 検討じゃなくてね、絶対にやって下さい。再評価を。それでないと公社自体もちゃんとし

た資産価値いうのを分かってないということなりますんでね。ぜひ、これはお願いします。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この販売用の土地価格検討でも手法のことを検討することで、この手法について検討し

てまいりたいということで再調査をしたいと思いますので、ご理解いただきたいと思いま

す。また報告したいと思います。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 先ほどの関連なんですけど、財産目録を見ますとですね、１３ページにありますけど、販

売用土地として、３つ計上されておりまして、３３０万、２７０万、２１５万という３つの

物件明細になっております。この場所あるいはその明細ですね、土地とありますけど、宅地

なのか原野なのか山林なのか、その辺の明細お聞かせいただきたいと思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この販売用の土地でございますが、１カ所は別府地内にあります宅地です。別府の連坦地、

ちょうど公民館の前にございますが、そちらの土地を１区画、まだ販売してない状態で保有

しております。また、もう２区画につきましては亀地内にですね、曙団地がございますが、

あそこの区画が住宅地がですね、２区画あります。まだ販売せずに残っているというところ
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で、この３つのいずれも宅地として販売用の宅地を開発公社の方が保有しておるというこ

とでございます。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 別府の宅地、亀に２団地ということを言われましたけど、これかなり塩漬け物件じゃない

でしょうかね。昔からこれ載っとるんですけど、販売に対する努力をなさっておるんでしょ

うか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 販売につきましては具体的な営業活動の方は展開しとりませんでして、それぞれにです

ね、個々にこういった土地があるんだがという話は、お話は差し上げておりますが、全然、

大々的に、ここの土地がありますというふうなアナウンスというのはしておりません。以上

です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 事業計画のことに少しお聞かせいただきたいと思いますけど、２０ページに計画の中で

ユートピアあるいはカヌーの里の計画の中で、まずユートピアで尾道私立大学美術学科と

のコラボレーション、アート利用の集客を行うということが書いてあります。大変非常にお

もしろい試みだと思いますけど、具体的にどういう内容かということ。それからカヌーの里

で、小規模ワイン醸造事業を始めると、新規事業とこうなっております。４月以降、もう半

年経っておりますけど、そのような動きを聞いたことがないんですけど、ちょっとこの辺の

辺り詳しくお聞かせください。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 まず一点目です。ゴールデンユートピアおおちの尾道私立大学の美術科とのコラボレー

ションし、アート利用にの集客を行う、こちらは昨年来、開発公社の方のゴールデンユート

ピアおおちのサイドですね、こういった取り組みを進めておられまして、この美術大学もそ

うした作品をですね、ユートピアにおいて集客を図るというふうな話し合いをどうも進め

ておられるということで、今年度公社の方の事業計画として上げてております。まだ具体的

なところについてはですね、計画をまだ実施者側からはいただいておりませんが、この件に

つきましては、また進めていくというところを聞き及んでおります。それから小規模ワイン

醸造の事業ですが、これ、ここにカヌーの里おおちに、今地域おこし協力隊の方が１名いら
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っしゃいまして、その方がこの任務の終了後にですね、小規模ワイン醸造の起業をしたいと

いう思いがあるというところで、今、こちらのカヌーの里にお勤めの中で、そうした起業に

ついて、具体的にはゴールデンユートピアおおちの運営にかかる事業ではございませんが、

そうした起業についての支援を試みてみたいと、したいというところで掲げておりますが、

運営中の具体的な事業としては、ちょっと思考が違うのかなというふうに思っております。

以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 はい、了解しました。事業報告の中でですね、入管客が６０００人ばかり減少したと、そ

の要因としては、温泉施設の改修等で、利用客が３１００人減ったというようなことが書い

てあります。それでまあユートピアカヌーあるいは法人会計と３つ区分経理をされており

まして、最後に合算して計上されておりますけど、ユートピアの方がですね、約４００万赤

字、カヌーの里は健闘されて６７０万、法人会計の方は２万円ということで、その税引き前

の話ですけど、２７０万という税引き前で収益が出とるという格好だと思いますけど、６１

００人減って、その間の入湯客が３１００人に減ったと、差し引き３０００人が減少の要因

はどこにあったんでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 主な要因としまして、ゴールデンユートピアの休館のことを上げておりましたが、やっぱ

り全体的にすね、会員数が減少しておるというところからですね、会員さんが週に利用され

る回数というのは非常にまあ１年重ねると大きいものがありますんで、そこのところが隠

れた要因だというふうに理解しております。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 その現象が３１００人と書いてありまして、その隠れたところで３０００人の減少があ

ったというのが、まあ他にも要因があろうかと思いますけど、いずれにしても、カヌーの方

は健闘しているんだけど、ユートピアの方は非常に苦戦しとるという状況に間違いないと

思いますんで、一生懸命お願いしたいと思います。それで８ページにですね、管理費の中で、

法人会計として、また別にですね、旅費交通費、租税公課上がっております。２１万３００

０円と５万５０００円ですけど、この明細、わざわざここで別会計にしておられます。その

意図をお聞かせください。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 
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●井上企画財政課長 

 ８ページの下段にあります管理費の中の旅費交通費のところでございます。こちらにつ

きましては、旅費としまして、法人会計の中において別にした意図は特にございませんが、

また、この全般、法人全体の旅費、まあどういうんですかね、開発公社としての運営の中で、

ゴールデンユートピアおおちそれからカヌーの里、どちらにも属さない旅費として区分け

して計上されたというふうに理解しています。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 別に区分しているからここに載っておるんであって、その明細をお聞かせくださいと言

っておる訳でありまして、ゴールデンユートピアでは９７万の旅費交通費が出とると、カヌ

ーでは４３万９０００ですか。出ております。法人会計の方で、２１万３０００円、大変大

きな額の旅費交通費が出ておるんですけど、この明細をお聞かせくださいと言っておりま

す。それと租税公課ですね、５万５０００円、果たして自動車税なのかあるいは印紙税なの

か、そのところの明細ですね、ちょっと多いように思うんですけどお聞かせください。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 こちらの旅費につきましては、管理者、ゴールデンユートピアおおちの支配人等の管理者

がですね、全体の事業の中で研修に行った部分を取り出しているというふうに理解をしと

ります。租税公課費につきましては、こちらは法人の租税公課費がですね、ちょっと今ご説

明を差し上げることができないんですが、ちょっとお待ちください。租税公課費が、ちょっ

と後ほどでもよろしいでしょうか。すいません。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 支配人の旅費交通費が云々と言われましたけど、ユートピアあるいはカヌーの里の方で

旅費交通費が出ております。その支配人の掛かった経費というのは両部門に付加するべき

ものであって、ここに別に上げておくべきもんではないと思います。別枠で委託収入３０万

取っとるんですけど、それを使うためにですね、それをなんか使うために、わざわざここに

上げておられるのか、その辺のとこですね、ちょっと、ゴールデンユートピアとカヌーの里、

法人会計、まず根本的にこの法人会計として、なぜ分ける必要があるか、その辺のところ私

ちょっとお聞かせ願いたいんですけど。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 
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●井上企画財政課長 

 このゴールデンユートピアおおち並びにカヌーの里おおちの事業部門以外に法人から会

計があるのは、この開発公社自体が、この先ほどお話ししました土地を販売用の保を有して

いるというところが１つ、この法人会計部門を単独で持っているということだと思います。

また事務局の経費としましても、どちらも属さないところの経費が若干あるというところ

で、法人会計を別仕立てで立てているという理解をしております。 

●西嶋議長 

 ６番、いいですか。 

（はいとの声） 

●西嶋議長 

 １０番、簱根議員。 

●簱根議員 

 ６番議員のちょっと関連したところもございますけど、１５ページに、ユートピアおおち

の会員数の人数等々が掲載されていますけど、年々減少傾向に会員さんの減少傾向にある

ように見受けられます。また大田市においては増加の傾向、このこれだけの減少率でいくと、

本当に５年経てば大変なことになるんじゃないかと思うところでございます。この減少し

ている要因というのはどういうところでございましょうか。 

●西嶋議長 

企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この元々の会員さんにつきまして私の方で理解するのは、一般会員さんにつきましては

従来からずっと会員さんだったんですが、まあ年々高齢になられるというところもあって

ですね、この一般会員という形ではなくて、こちらの方で開催されております各種健康保険

に係る事業、そちらの方に移行いただいている部分もあるのかなというふうに思います。た

だどちらにしましても全対的な数としてですね、やっぱり潜在的な元々の会員さんからの

拡大っていうのはですね、あまり見て取れてないというような部分があります。そう言った

ところから、事業計画の方にもありましたように、町内の掘り起こし等も本当に必要な時期

であったり、また加えて今回も健康福祉課の方で男性を中心とした事業等もユートピアで

取り組まれたり、そうした中で少しでも健康に対する意識づくりをですね、ゴールデンユー

トピアの施設を利用して推進していけるような形を関係課ととって、会員とまではいかな

くても利用者の拡大をですね、図っていって、通年の利用では会員にの方が当然お得なとこ

ろでございますんで、そういった結びつきをしていくのがこちらの役割だというふうに理

解しておりますので努めてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

●西嶋議長 

 １０番、簱根議員。 
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●簱根議員 

 先ほどのように利用者が減少している、こういうことについても、まあこういう会員の方

は常に利用されているから利用者が増加するということになると思いますので、もう極端

に粕渕地域においては、一般会員を見ても大変１４年度から言えば、３年間で半数近くに減

少しておると、他の方に移行されたと言われればするかもしれませんけど、なんかもう少し

会員になっていただけるようなＰＲ等々をしていく必要があるんではないかと思うところ

でございますけど、いかがでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 おっしゃるとおり、そうしたところでですね、粕渕、近いところで利用しやすいところも

ありますので、粕渕も含めたところで努めてまいりたいと思います。それからもう１点すい

ません。先ほどの藤原議員さんのお話で、私ちょっと非常に勘違いしておりまして、答弁を

間違えていましたが、旅費交通費につきましては、こちらのゴールデンユートピアおおちの

ですね、理事さん、評議員さん等のですね、理事会それから評議委員会こちらの会を開催し

ます時の旅費費用、費用弁償に充てておりますので、大変すみません。その後が残っており

ます。申し訳ございません。以上です。 

●西嶋議長 

６番、藤原議員、租税効果のことはええですかいね。 

（またで、いいですとの声） 

●西嶋議長 

 それでは後でまた。他にございませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ゴールデンユートピアはですね、健康増進施設ということで建てられておりますが、先ほ

どから話があるように、町からの相当健康福祉課の方からも受託事業でやっておられると

いうふうに思いますけども、実際問題、健康増進の部分でですね、どうも医療費なんかも下

がったようなこともないですし、結果が出てないというふうに思いますが、そこら辺の部分

はきちっと町からの受託を受けてですね、それに伴って結果出るようなことを実際にやら

れておるかどうか。いかがでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 それぞれの事業を、健康福祉課の方から受託をしておりまして、それぞれの根拠になると

ころについては事業の中で、健康福祉課の事業成果として返えしておられると思います。た
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だまあ、お話がありましたように、医療費に直接ここのところが具体的にはね返ってるかと

言うことなると、その数字についてはなかなか見えにくいところかなとは思っております

が、やはりこうした形で取り組まれることについては効果は上がっているというふうには

理解しております。以上です。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので報告第３号の質疑を終わります。 

続きまして、報告第４号、平成２８年度、株式会社グリーンロード大和第２５期決算並び

に第２６期事業計画及び予算の報告についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ちょっと冒頭のところで、ここのですね、１ページ目のところに２８年度の営業報告とい

うことがありますが、まあ色々と各種プランを設定して、営業努力頑張っておられるという

ことでございますけれども、その中でですね、誕生月割引きプランについて、従業員が不足

していたので、これが出来んかったよというようなことが書いてあります。他のプランとで

すね、この誕生日月割引きプランこれは従業員の関わり方っていうのは、どういうふうな関

わり方があって、このプランだけ従業員がいなかったから出来なかったというふうなこと

になっているのかというところをちょっとお伺いします。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 こちらの誕生日月割引プランにつきましては、それぞれお客さんがお越しなった時に、誕

生日とかですね、個人情報をいただいておる中で、そうしたデータの整理をしながらですね、

そうした通知を差し上げたり、ご本人に通知を差し上げるという事務的なところが不足し

とったことから、そういったご案内が出来なかった為に実施出来なかったというふうに理

解しております。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ということは、従業員が不足をしとったというのは、事務職員が不足しとったということ

でよろしいんですね。これは今は、やはりおられないんでしょうか。今後は、だからこれは

出来ないということなんでしょうか。 
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●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 従業員、事務方の方なんですが、現在これまで具体的な方はいらっしゃらなかったんです

が、６月からですね、お一人ですね、そうした方をまあ嘱託職員として雇用されておるよう

でして、その方の役割に、今後期待したいところではあります。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 損益計算書の中で、通常の業務では３５０万の赤字だという中で、事業外損益で、雑収入

は４２０万あって、それで初めて息をしておるという状況がここに見えるわけですけど、雑

収入４２０万、大変大きな金額ですけど、この明細をお聞かせください。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 こちらにつきましては、同じく町の健康保険事業、ちょっと金額はちょっとこちらで方で

今あれですが、健康保険事業の受託事業とそれからバカンスハウスの周辺の管理委託とし

ての費用を雑収入としてこちらの方に上げております。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 健康増進とバカンスハウスの管理委託ということ言われましたけど、金額的な明細は分

かりますでしょうか。概略で。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 バカンスハウスの方、たぶん１６０万か７０万だと思います。それを差し引いた２６０万

ぐらいが受託事業ではなかったかなと思います。ちょっと数字については、ちょっと今正確

ではございませんが、バカンスハウスの金額から考えるとそうだったと思います。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 バカンスの方で大変大きな金額が出ておるわけでありますけど、大和荘の建て替え問題

が今出ております。そこに建てるか或いはバカンスハウスを従来どおり残して営業される

のかあるいはそこを崩して、そこにまた建てられるのか、その辺のところ分かりませんけど、

バカンスハウスの管理委託業務がなくなれば、経営的にかなり苦しくなるというふうに理
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解してよろしい訳でしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長 

●井上企画財政課長 

 先ほど、冒頭にお話がありました大和荘の要するに、建て替え計画の中において、今現段

階は先般の全協の方でお話差し上げましたように大和荘の建替検討委員会の方で審議をし

ておりまして、それの過程ではございますが、その中で、やっぱりバカンスハウスが単純に

いえば、そのバカンスハウスがなくなれば、単純にその収益は無くなるっていうのは、おっ

しゃるとおりでございます。それでそれに代わるですね、やっぱり収益を上げる新たな建て

替えとなった大和荘については、その収益がなくても収益が出来るような運営ということ

を当然考えていくのが、本来かなというふうに思ってます。以上です。 

●西嶋議長 

 他に。 

●原議員 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 先ほどの関連ですが、私も藤原議員と同感でございまして、現状でもですね、３０万程度

の黒字しか出ていない中で、株主さんにも配当がしてない。それがそのまま黒字で残ってる

んでしょうけれども、この営業部の中にありますように、その辺のところ、実態を分かって

おられましてですね、なんとか黒字に決算ということになっておるというふうな書き方を

されております。そういった状態の中でですね、こういった収入、大きな収入源、町からの

助成とかですね、受託事業とか、これが減ってくるということになれば新しく建て直したて

ですね、大和荘がこのまんま同じような形で営業ができるかどうかいうことはですね、私は

大変不安だと思います。そういった中で、どんどんどんどん話だけは進んでいってですね、

もっともっと幅広い検討委員を立ててですね、現実的な検討をしていくというのがですね、

私は筋であるというふうに思っております。それからこのユートピアとは違ってですね、開

発公社とは違って、ここには株主さんが大変たくさんおられましてですね、２４８株ですか

ら、何人になるか分かりませんが、７９人ですか、おられるんですけども、結局こういった

経営上のことはみんなすべて町から出していてですね、この株さん達の努力、責任こういっ

たものはどこにあるんでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 先ほど、前段の部分のまあ１つ、こういった経営３０万の黒字で新しく建て替えた中でど

ういった経営をするかというところですが、基本的に考えてますのは、今、老朽化施設に対

して非常にコストパフォーマンスとしては、安い宿泊費で、お泊りをいただいてるというの
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が現実です。当然、そうした中で新しい資本投下、新しい建物建て替える中でですね、やっ

ぱり、その宿泊費についてもですね、当然見直した中で考えていかないといけない。部屋数

であるとか建物の規模それからサービス等を勘案して、やっぱり客単価と言われる部分に

ついても現状のままではちょっとやっぱり難しい経営になると言うふうに理解しています。

それは実際はそれに見合ったサービスをどういうふうに展開していくかというところが一

番重要だと思います。どちらにしても今の客単価であったりですね、それから食事の提供単

価についてですね、かなりコストが安くて、やっぱりそのコストが安い分だけは、まあどう

いうんですかね、人件費に響いてきて、どうしてもこうした結果になるなのかなというふう

に私の方は分析をしております。それから２４８名いらっしゃいます。株主さんにつきまし

ては、もともと私の理解中では、グリーンロードだいわにつきましては道の駅についての資

本をされた株主さんだというところの中で、グリーンロードだいわがああして、道の駅だけ

でなくて、大和荘も一緒になった事業展開がありました。その後、道の駅につきましては、

だいわもんどさんが、引き取られて事業展開されたいうことで、株主さんの本意ちょっと私

の方わかりませんけど、元々の株主さんの本意としましては、大和荘というのが後づけだっ

たので、その辺、熱意というのはいかほどのことかわかりません。総会につきまして、出席

者につきましても、そんなに多くない株主さんがいらしゃって、委任状と出て、当然株主総

会は成立はしておりますが、これにつきましてもそういったところで株主さんの熱意とい

うところが、私の方からもこれからどういった形になるのかっていうのは、ちょっと計り知

れないところです。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 今の株主さんがですね、当初、道の駅の株主さんであったということで、大和荘の運営に

関しては、あんまり関係ないみたいなお話ですけれども、それであるんだったらですね、道

の駅が現状のような形になった時にですね、これは１回解散してですね、もう１回、大和荘

は大和荘で、どうやるんかいうことを検討されるべきじゃなかったんでしょうか。まあ、そ

ういったことは今言っても仕方ないんですけども、ということは、今おられる株主さんとい

うのは、やっぱり大和荘の運営に関して責任があるということなんですよ。で、ここで社長

は町長さんですよね。町長に聞くんですけど、私もこういった三セクになるかどうかはよう

分かりませんけども、この運営の形式、町がどういうふに関わって、どう町の責任でどうな

んかということも分かりませんけども、おそらく町が責任を取っとるというのが５１％の

株主の部分であろうかというふうに思うんですけれども、町長、この５１％しかない町長さ

んが社長でおられますけど、町がですね、すべて責任運営に対して責任を取るですか。いか

がでしょうか。 

●西嶋議長 

 町長。 
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●景山町長 

 今の質問でございますけれども、まあ責任を取るかどうかということでございますね。こ

れまあ役員がおるわけでありますから、これで責任は役員に掛かってくると思いますけれ

ども、最終的にはですね、やはり町とも連携をとりながらやっていくべきであろうと思って

おります。以上。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 町長言われるように、これは赤字が出ればですね、おそらく役員が責任をとらないといけ

んというようなお考えだというふうに思いますけども、まあその中で、最後につけ加えられ

た、最終的には町が面倒を見にゃあいけんのんですか。いうような話でございますけども、

僕が聞いてるのはですね、町の責任というのは、５１％しかないです。半分しかないです。

約。それを赤字が出た時も１００％町が面倒見るんですかという話です。儲かった時には、

株主さんに配当あるわけです。全員に。１株しかない人にも配当があるわけですよ。その人

は赤字の時には知らん顔しとって、町が全部、赤字の負担をしてですよ。分かりますでしょ

う。そこ。それを町が全部、なぜ１００％赤字の時には負担をしにゃあいけんのんかという

ことを聞いとるんです。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 先ほど、原議員さんの方から利益配当のことがありましたが、ここ数年、私の記憶の中と

か今までですね、利益の配当のことについてはですね、ずっと留保として施設の中の資産と

して積み上げてというところで、株主さんの方については、そういった黒字の利得というも

のは今のところないです。 

●西嶋議長 

そうではなくて、配当があった時にはもらうが、損したときには４９％株主は責任がないか

という質問です。 

●井上企画財政課長 

 続きですが、株主さんとしましても資料にあります１０ページにもありますように、今年

につきましては、１２２３．０４円というところの当期の利益が出ております。これにつき

ましても留保財源としてこちらの第三セクター株主としての株主資産として計上しており

ますので、もし、仮に赤字になった場合には、その株主さんにもそうした形で何だかの責任

が掛かってくるのかというふうには株式会社ですのでそういう形になりますが、ただ町と

しましても赤字が出ないような取り組みについて、第三セクターであるグリーンロードだ

いわの経営について関与して参りたいと思います。以上です。 
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●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 分かりました。じゃあ、社長である町長からも話があったように、赤字の時には株主も責

任を取らにゃあいけんというふうなことでございますんで、一時的には株主さんの方でや

っていただいてですね、会社の方でやっていただいてそのあと町がどういうふうなことを

するかというのは、またおそらくまた議会の方にも計上されている予算があれば予算を計

上されて、お話があるというふうに思っておりますので、真摯によろしくお願いをしたいと

思います。それから先ほどの建て替えの件についてですね、検討委員会みたいなものを設置

されとるというようなお話でありましたけれども、課長が言われますように、色々単価の問

題とかですね、専門的な知識がこういった旅館業、ホテルか分かりませんけれども、運営し

ていくのにですね、必要だというふうに私は思っております。そういった中で、この検討の

中にですね、それだけの専門知識を持った方がおられるかどうかというのは、私疑問に思っ

ております。しっかりとですね、もっと外部からも入れたりしてですね、専門家を入れたり

たりして本当にこれが失敗せんような形で検討されることを私望みますので、そこはしっ

かり、もう１回委員会のあり方なんかも考えていただくようにお願いをします。以上です。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 原議員さんからの今ご質問のお話ですが、この検討委員会につきましては、この大和荘自

体がですね、老朽化の建て替えに伴う時期、本館の老朽化並びにそれから建築基準法の取り

合いでですね、その辺の合法化のためにですね、建て替えという話が、平成２６年から始ま

りまして、ちょうど、その建て替えをする時に町の総合戦略の中でですね、ヘルスケア産業

であったり、それからヘルスツーリズムというふうなところから始まった雇用の創出とい

う戦略を柱としております。この大和荘につきましては、せっかくこのタイミングの中でで

すね、建て替えとするということであれば、そうしたヘルス産業、ヘルスツーリズム等ので

すね、拠点とした機能を持った建物にしたい。なおかつまた、外貨を稼ぐために観光方の拠

点というふうにしたいと、観光のための観光客がよりたくさん来ていただけるような施設

にしたいというところがございまして、この建物の基本コンセプトとか基本方針というも

のを一応この検討委員会中で考えておりまして、先ほど言いましたまあ要するにに経営の

運営方針とかですね、という部分につきましては、実際は指定管理の中で、それぞれ事業者

を公募してやるところですが、現在のところ第三セクターとしてのグリーンロードだいわ

さんが、そうした名乗りを上げて運営をしていただいております。で、この件につきまして、

新しくそういった委員をですね、専門的な方を現段階で入れて、再度ちょっと積み上げると

いうところにつきましては、ここの基本構想、基本計画のとこまでについては、今の委員会

で取り組みたいというふうに思っておりまして、もし専門的なところの部分につきまして



-19- 

 

は、建築的なところで基本設計であったり、実設計の部分について事業所さんの方にそうし

た中身に沿ったそういった事業の方針、事業コンセプトというところを仕様書とさせても

らう中で建物の具体化をしたいなというふうに思っております。ですから経営の部分につ

きましては、また別の形で検討しなければいけないかなというふうには考えています。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 確かに、その建物が建ってそれを経営していくのはですね、グリーンロードだいわではあ

ろうかというふうに思いますけれども、今それをどういうふうな経営をするかいうのを、今

検討されておるわけでしょう。それをどういうふうな建物にして、どういうふうな経営形態

にするかというのを今検討されておる訳ですから、そこの部分が、一番大事なんですよ。そ

この部分に専門家を入れてですね、ここの施設はこういった施設にして健康増進施設、ヘル

スツーリズムに対応できる施設にする。それは今のニーズからして、どういうふうなニーズ

になるんかというような専門家がいないとですね、だめじゃないかということを私、言って

いるんですよ。そのために委員をもう１回選任し直してでも追加をしてでも、やるべきじゃ

ないかということを私言っているんです。経営は当然、それが出来てからの経営というもの

は、グリーンロードだいわがやるべきもんだというふうに思っております。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 委員会につきましては、今、７回やっておりまして、今回、９月２５日に第８回をしまし

て、大体の基本コンセプト、基本方針というところをまとめてあげたいなというふうに思っ

ております。今、お話があった部分つきましては、一応お話を伺った中でまた検討会に伏せ

て検討しておきたいと思いますが、ここでの明言はちょっと避けさせさせて下さい。以上で

す。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ７回の検討をされとるということでございますが、その内容的にどういう検討をされて

おるか、私、分かりませんけれども、どういった建物で、どういうふうな経営をしていって、

どういったように黒字を出していくというような検討をされてるんですか。そこで。それと

も、一部解体をして本館を解体して旧館を解体してそこへ立て直すのか、それとも、全く新

しいところへ全部建て直すのか、ただ、それだけの検討ですか。いかがでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 
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●藤原議員 

 おっしゃる内容についてですね、どういった建物、どういった物、それから客室の数、そ

れから客単価のこと、それからそこで、ヘルスケア事業としてどういったメニューについて

取り組むのか。それからどういったいった風呂の大きさであるとか、それからそういったも

のも含めたところを検討させてもらってます。それでヘルス産業につきましては、専門家と

しては、ヘルス産業事業の第一人者と言われる県立広島大学の吉永先生を委員長として迎

えておりますんで、そういったところにつきましても、まあ、るるそうしたホテル、この方

につきましては、そういった日本ツーリズム機構という組織にもおられてですね、そういっ

たヘルスツーリズムを拠点とした施設のそういったことについても至難をされた方ですの

で、そういった方の意見も十分取り入れた中で、進めているということで、先ほど言いまし

たように、９月２５日に一応、詰めということなんで、大詰めをさせてもらって、議会の方

にもですね、その後ですね、お諮りをしたいというふうに思っております。これは全協でお

諮りをしたいなという、今考えでおります。その場でまたご意見をいただければなというふ

うには思っております。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 大変立派な先生を中に入れてですね、やっておられるのは分かりましたけれども、その先

生とお話ができるような人がおられるかどうかいうのも、また１つ疑問がまた１つ出て来

るんですけども、決してその先生のですね、一存で物事が決まるようなことがないようにお

願いをしておきたいと思います。それともう１つ全協でまたは結果はお話して、我々のご意

見も聞いていただけるということで、大変うれしく思ったんですけれども、決定したものを

ですね、どうでしょうという話じゃなくて、我々がいくら意見を出してもそれはもう変わり

ませんよという状態じゃなくてですね、意見を聞いて入れるような状態でですね、お話をし

ていただければなということをお願いしてですね、お願いしときます。 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

●西嶋議長 

７番、岩根議員。 

●岩根議員 

 観光船の関係ですけども、これ、いつまで、いつ切りがつくんですか。これずっと出て、

前年度もそうですし、まあ管理費は出してないけぇいいというような言い方をされてるわ

けですけれども、ここら辺で、もうだめだったらだめで、ちゃんとした処理をされた方がい

いんじゃないかと思うんですが。いかがですか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 
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●井上企画財政課長 

 三セクの事業者としてはですね、観光船の運営はできないというところを株主総会の方

でもお話しておりまして、あとは同じ部内でありますが、観光船の運営をしとります部署に

おいて、その処理について判断されるというふうに理解しておりますので、開発公社では、

ちょうど３０年３月３１日に指定管理が、１度切りがつきますので、それ以降については、

そうした受託については、正式に受けないという形にしたいというふに考えております。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第４号の質疑を終わります。 

以上で、報告事項に対する質疑を終わります。 

ここで休憩といたします。再開は１０時４５分といたします。 

 

（休  憩  午 前  １０時 ２４分） 

（再  開  午 前  １０時 ４５分） 

 

●西嶋議長 

 日程第３、議案質疑を行います。 

これより議案第５９号から議案第６４号までの議案について、順次質疑を行います。 

はじめに、議案第５９号美郷町一般会計補正予算第２号について質疑を許します。 

質疑をされる方は、ページ数を言ってからお願いをいたします。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 １３ページですけど、諸収入の中で、造林受託事業収入として、森林総研の受託収入約９

０万それと、ふるさとの森助成金として約１０万、１００万事業が事業の見送りということ

を言われましたけど、これ該当地がなかったんか枠がなかったのか、その辺のところ詳しい

ところをお聞かせください。それから、その下、諸収入の中で、三江線代替交通、まあ１億

円ＪＲからということでありまして、バスの購入あるいは車庫の整備だと思うんですけど、

沢谷方面、石見交通が入っておるからということで増便お願いしております。できればこの

改正なって酒谷まで行ってほしいという中で、運転手さんの宿泊休息施設が必要になって

くるわけでありまして、このものの要望がこの中に入ってるかどうかということの確認、そ

れからその下、芸術文化振興基金８６万５０００円、これ泥かぶらに関わることでありまし

て、これが採択にならなかったということであります。泥かぶらについては文科省の推奨の

大変いい作品でありまして、１１月に２回ぐらい公演されるということを聞いておりまし
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たけど、なぜ、なぜいうか、大変いい作品で、当然助成金対象になろうかと思ったんですけ

ど、なぜこの辺が落ちたか、その辺の実情をお聞かせください。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 ご質問の１３ページ、造林受託事業収入の減額の件でございます。右側に説明に書いてあ

りますが、森林総研の造林事業、これが８９万１０００円減になっております。当初、新年

度予算の時に森林総研の事業を今年やる見込みがあるので、事業として挙げてくださいと

いう依頼を受けて計上しておりました。最終的に、森林総研からの割当がなかったというこ

とで、事業を取りやめたということでございます。それから、ふるさとの森再生事業費につ

いて、マイナス１０万円ということ、これは事業費が確定したことによって、事業費が１０

万円ほど落ちましたということの結果でございます。以上です。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 同じく１３ページの諸収入、雑入の中の三江線代替交通導入費負担金の１億の中に、石見

交通の運転手が泊まる宿泊施設か入っているかどうかということでございますけれども、

この１億につきましては、運行計画をする中の一部の経費について今、予算計上させていた

だいております。そういうところで、主には、バス車両の購入、急いでやらなければいけな

いものとしましては、バス車両の購入でありますとか、バス停整備に係るもの、そういった

ものを計上させていただいておりますけれども、当然、沢谷駅より上流まで、石見交通を増

便といいますか、粕渕止まりのものを沢谷駅以上のところで、お願いをした中で宿泊施設に

ついても石見交通様の方からご要望があっております。今、その施設について石見交通さん

の方では、空き家でもあればということは言っていただいておりますけれども、そういった

中で検討する中で、また今後のことを県に要望、ＪＲ要望の中で、また予算計上さしていた

だくようになるというふうに思っております。 

●西嶋議長 

 教育課長。 

●漆谷教育課長 

 お尋ねのありました芸術文化振興基金助成金がマイナス８６万５０００円となりました

件ですが、こちらの方は独立行政法人日本芸術文化振興会の方に担当の方が色々事務局と

連絡を取りながら、申請書類等も作成をして提出をしたわけですけれども、残念ながら不採

択となりまして、この不採択のなぜというところも、私どももちょっとなかなかそこまで情

報を得ておりませんで、通知文１枚で、大変残念ながら不採択となりましたという通知をい

ただいたのみでございます。私どもも本当に残念に感じておりますけれども、この泥かぶら

につきましては不採択にはなりましたが、一般会計の方に負担はかけますけれども、しっか
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りせっかくの機会ですので、皆様に楽しんでいただけるようにそれから女優さんが美郷町

出身の方ですので、しっかりそういったところも先輩の姿として子どもたちにもしっかり

見てもらうように準備を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 泥かぶらの件ですけど、２回公演というのが、確認です。２回やられるのか、１回なのか、

それと今言われたように美郷町在住の福島さん、今度観光大使ですね、ということもありま

すんで、ぜひとも講演をお願いしたいと思いますけど、１回なのか２回なのかその辺の確認

お願いしたいと思います。 

●西嶋議長 

 教育課長。 

●漆谷教育課長 

 講演としましては一般の方対象に、１１月５日の午後に開催をいたします。１１月６日の

午前には、小中学生を対象として開催をいたします。以上でございます。 

●西嶋議長 

 １０番、簱根議員。 

●簱根議員 

 ２３ページの下段で、住宅費の中で住宅建設費として若者定住住宅団地の造成事業測量

設計費委託料を減額の１７７万２０００円減額して、そのままそっくりこれが工事請負費

となっております。なんかお聞きしたところによると残っておったコンクリートガラの処

分費ではないかと思いますけど、この同じ、同金額でこの工事を出されたのか、その辺のと

ころは、同じ金額であるんでどうなっているのか、お伺いしたいと思います。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 若者定住住宅団地の造成事業の予算の組み替えのことでございますけれども、先ほど言

われました造成地に残っていた残渣とは違いまして、これにつきましては、測量設計委託が

もう既にほぼ完了しております。で、その測量設計委託の委託費につきましては、確定をし

ておりますけれども、概算事業費が出てております。その概算事業費を見た時に現予算では

若干足らない、工事費の方が足らない部分があります。それにつきまして、予算の組み替え

によりまして対応させて頂いただきたいいうものでございます。 

●西嶋議長 

 ９番、安田議員。 

●安田議員 

 ページ２３、土木費の道路維持費の中で、委託料なり、それから工事請負補償賠償費でで
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すね、それぞれ説明があったですけども、これ奥山の災害の道路のあれだというように、説

明だったと思うんですけども、これを、やっとやってもらえるなというあれで喜んでおりま

すけども、これをやることになって、今通行止めにしとるんですけども、一応これをやれば、

通行止めが解除になるんか、どうか。現地を見ていただいた時に、全面的にやるには相当金

額もかかるし、なかなか大変だということは言っていただいたんですけども、この工事費の

２１２０万ですか、でやっていただければ部分的だとは思いますけども、一応、通行止め解

除になるような予定なのかどうかそこらをちょっと合して詳しく説明をしていただきたい

と思います。 

●西嶋議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 ご質問のありました２３ページの道路維持費の工事の内訳でございますけども、こちら

につきましては２１２０万、このうちの３２０万につきましては粕渕の消雪工、こちらのポ

ンプの工事が含まれております。工事自体は奥山の災害防除ということで１８００万を予

定しておりまして、測量委託１００万、それから補償の方１００万、合計２０００万を奥山

の工事の予算としております。それとこちらにつきまして工事完了後、通行止め解除となる

のかということでございますけども、こちらにつきましては、完了後、速やかに通行止めを

解除したいというふうに考えております。以上です。 

●西嶋議長 

 ９番、安田議員。 

●安田議員 

 ありがとうございます。それで、さっきもちょっといいましたけども、とりあえず緊急で

一番危険度の高いとこをやるということだと思うんですけども、その後ですね、町の方とす

れば全体的に危ないようなとこがたくさんあるということで、年次計画ども立てて、こう後

ですね、やられるような考えがあるのかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

●西嶋議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 奥山線の年次計画ということでございますが、こちらにつきましては計画等はございま

せん。こちらの工事で完了をさせていただきたいということで、奥山の農免道、こちらから

の改良の方を考えております。こちらの方は地元の自治会、住民さんの方の説明会を開催し

てそちらの方が自分たちにとって利益があるというご発言でございまして、自治会全員の

了承を得ております。そちらの方の改良に変えたいというふうに考えております。 

●西嶋議長 

 失礼しました。３番、波多野議員。 
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●波多野議員 

 ページ１５ページの目の財産管理費の中のですね、土地購入費、竜眼寺住宅の購入費いう

ことで４５０万円まあ説明受けたんですが、これは土地を購入して、あれですか。また竜眼

寺住宅は３０年、昭和３０年代ですか、建った住宅で古い。それを一応壊して、そこへまた

新たに住宅を建てるいう計画があるんでしょうか。 

●西嶋議長 

 総務課長。 

●小田総務課長 

 財産管理費の中の土地購入費４５０万についての説明ですが、現在の竜眼寺住宅は借地

で使用させていただいておりまして、町有地に建っておるわけではございません。それでこ

ちらの土地購入費なんですが、防災公園線の道路整備をするときの道路用地の地権者さん

とそれからこの住宅用地の地権者さんが同一地権者さんでございました。そのときの道路

用地の関連で、こちらの町営住宅の用地の方も長の方へ譲渡したいという申し出がありま

して、協議の方ずっと進めさせていただいておりました。当時、相続関係の整理がついてお

りませんで、道路の建設につきましては、工事の施工同意ということで許可をいただきまし

て、工事を実施しております。でその後、その地権者さんの方で相続関係の整理ができた段

階で、道路用地それから町営住宅の用地を町の方へ譲渡したいということでずっと進めて

おりましたが、今年度になりまして準備が出来たからという連絡をいただきまして、今回町

有地として購入をするように計画をしまして、それの購入費用としての４５０万を今回、計

上をさせていただいております。以上です。 

●波多野議員 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 ここへ土地を購入して、竜眼寺住宅まあ古いですよ。建て替え、竜眼寺ばっかりでなしに

他にも古い住宅が、かなり昭和３０年代建ったのがあるんですが、それは案外竜眼寺なんか

のこう建て替えのあれはあったんですかいな。建て替える計画、町が土地を購入して、今度

そこへ竜眼寺住宅をそれ解体して、そこへまた新たな住宅を建てるというようなことはな

いんです。 

●西嶋議長 

 総務課長。 

●小田総務課長 

 現在こちらの土地購入とそれから住宅建設の計画についての検討のところは直接関連を

持っておりません。それで住宅建設につきましては、町の住宅環境の中でこれから検討を進

めていきたいと考えております。以上です。 

●西嶋議長 

 ９番、安田議員。 
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●安田議員 

 ページ２７の災害復旧関係ですけども、いずれも査定が大体、日にちが県なんかは決まっ

てよるですけど、町の場合災害の査定がいつあるのか、１つ知りたいのと、この災害復旧費

の農業災害復旧費で５カ所とか農業施設災害復旧それから林業関係、それから農業土木施

設災害等々が予算で上がってますけども、私の聞きを漏らしもあったと思うんですけども、

もうちょっと、５カ所で場所的なもんとか、農業施設の関係１９７０万ですか、測量設計も

含めて、それぞれ林道が１８００万、それから農業土木施設災害復旧が６００万というよう

に上がってますけども、私の聞き漏らしもあったと思いますけども、場所ともうちょっと詳

しく説明していただけんでしょうか。 

●西嶋議長 

 建設課長。 

●添谷建設課長 

 まず査定の日にちでございます。まず公共災の方でございます。こちらの方、来週の１１、

１２、１３というところでの査定になっております。それから林道につきましては、１０月

の１７からの週、こちらの方が林道の災害査定となっています。農業災害、農業施設災害こ

ちらにつきましては１０月末、１０月の３０日から１１月の２日にかけての査定日程とい

うふうになっております。それと詳しい箇所ということでございますが、大変申し訳ありま

せん。今手元にその資料がございませんので、後ほど回答させていただければというふうに

思っております。よろしくお願いします。 

●西嶋議長 

 ええですか。 

（はいとの声） 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 １７ページですけど、総務費、徴税費の中で時間外手当としまして８３万上がっておりま

す。これは公金の賦課徴収は職員の当然の義務でありまして、そんな中で毎年不納欠損４、

５００万が出てくるわけであります。これは意味合い的には、そういった徴税関係、残業し

っかりして業務に携わるということで理解してよろしいでしょうか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●高橋住民課長 

 藤原議員のご質問でございますけども、そういった意味合いではございませんが、２９年

度当初予算を立てる時にですね、補佐が当初おりましたので、補佐超勤がついとりませんで

したので、その分少ない金額で予算を立てておりました。補佐が異動になって、新しく係員
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が参りまして、係員のは超勤手当の対象になるということで、その分が増えてきたことが１

つ大きな要因であります。それから、マイナンバーの関係で、新しく７月から中間サーバの

運用が始まっております。こちらの関係がどうしても日中できないということがありまし

て、そちらの方が５時以降の作業ということもあったりしております。それとですね、住民

税の特別徴収、事業所の方で住民税の特別徴収をしていただいておりますけども、こちらの

方が今年度からマイナンバーの関係が出て来て、そのやりとりとかですね、そういった面で

ちょっと非常に日中どうしてもできないところがありまして、超勤が増えてきてるという

ところでございます。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 １６ページでございます。企画費の補助金の中、これ先ほど藤原議員からありました収入

が１億円、この関係だと思うんですけれども、ここにですね、その公共交通対策費の中で補

助金で１億円がそのまま上がっておるんですけども、これは事業主体はどこでこの補助を

どういうふうな形で出されるんでしょうか。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 公共交通対策費の補助金、これはおっしゃるとおり代替交通に係る部分でございます。で、

まずこの補助金の流れといいますか、でございますけれども、代替交通の運行に必要な経費

としましてＪＲ西日本から、雑収入としまして町の方へ受けます。で、町の方は、今回計上

しておりますものにつきましては、運行事業者でありますところの経費ということで、すべ

て運行事業者が、まあバスでありますとか、車庫でありますとか、用意するものでございま

す。そこに対して町は補助金として支出するという仕組みになっておりますので、今回それ

に対応する補助金につきましての形状をさせていただいたということでございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 分かりました。ということは、今度代替交通で引き受けけられる事業所に対しての補助金

で、その事業者がバスを買ったり、車庫を立ったりするお金だということでよろしいですね。

これまた耐用年数来ますよね。その時は町として引き受けて頂いた事業者の皆さん方に対

して、またきちんとフォローができるというふうなお考えでおられるんでしょうか。それと

も当初出したんだから、後は自分らでバンバンしなさいよと、継続していきなさいよという

お考えなのか、どうでしょうか。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 
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●岡先定住推進課長 

 この金額につきしては、まだイニシャルコストにあたる部分で、今回に限るものでござい

ますけれども、何年か経ちまして、運行の見直しであったり、そういったものに対応する経

費につきましての町の考えでございますけれども、なかなか今のところそこまでは考えて

はいないのが現実でございますけれども、運行本数であったり、事業者の関係であったり、

そういったところを見極めながらですね、何年か後には、何らか考える必要が生じることも

出てくるかもしれませんけども、基本的には事業者がそろえていただくということが基本

だろうというふうに思います。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 今そういった状態の中でですね、引き受けていただいた事業者を本当に住民として感謝

をするところでございますけれども、ぜひこういった三江線もなくなってその代わりにな

る交通手段でございますので、町がですね、出来ればじゃなくて最後までで責任を取るとい

う部分において、こういった今後の償却が済んで、また、路線の変更であるとかバスの台数

が増えるだ、バスを買い替えなきゃあいけんだ、そういった部分についてはですね、きちっ

とフォローができる体制をですね、とっていただくように一応要望してこれに対しての答

弁はよろしいです。 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ２０ページございますが、これ旅費の補正がございました健康運動療法士の資格取得の

ためというふうにお聞きしたと思いますが、これがですね、職員がこういった資格を取るこ

とに関しては、全く依存があるわけでも何でもないんですけども、大変いいことだというふ

うに思っておりますけども、ずっと出ておりますように、財政がですね、やっぱりあっての

町全体の運営ということもあってですね、やっぱり節減することは節減していく。そういっ

たことからやるとですね、考えるとこれがどうしても必要なものか、それともその都度都度、

事業の時にですね、事業も相当委託をされとりますんで、その委託先のゴールデンユートピ

アとかですね、そういったところに、この運動療法士がいるのか、いないのか。そういった

ところが、もしおられるとすればですね、そういった方をお手伝いをいただいて、町の健康

運動それからこういった資格の必要な事業をですね、推進されるという考え方はないのか

ということをちょっとお聞かせください。 
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●西嶋議長 

 健康福祉課長。 

●旭林健康福祉課長 

 原議員お尋ねの件につきまして、旅費の取り扱い等につきまして回答をさせていただき

ます。今回、原議員の方からご指摘でございました。健康運動指導士を保健師が１名、新た

に資格を取得するための旅費またその他負担金の計上をさせていただいております。旅費

が２６万８０００円と高額になっておりますが、実はこの指導士の資格取得するために、２

回の大阪での研修、また最終的には３月に開催されることになっておりますが、指導士の資

格取得の試験、計３回大阪にそれぞれ出張をのための旅費を計上させていただいておると

ころでございます。そして、この指導士のを新たな資格取得ということでございますが、ゴ

ールデンユートピアといった拠点施設、健康づくりの拠点施設がございます。今までは開発

公社ユートピアの職員さんに指導、水中運動教室の指導につきましてはすべてお任せとい

いますか、委託事業の中で体すっきり運動教室ということで取り行わさせていただいてお

りました。ただ、改めて第２次の美郷町の健康づくり計画、これをこの度、今年度中間評価

年ということで見直しをしておるところでもございます。そういった中で、特に壮年期にお

けます４０歳以上の方、男性の方の健康志向というものがどうしても働き盛りの年齢層で

いらっしゃるということもあって、若干の他の年齢層、性別に比べると低いという傾向が見

えてとれましたので、この度、議員の皆様方にもご案内を差し上げておるところでございま

すが、議会開催中ではございますが、この度、１０日に水中運動教室を男性だけに限定をし、

なおかつプールからお上がりいただきました後の健康面を留意していただくための食事そ

して飲み物といったところも、栄養士とともに保健師がこのたび男性のための水中運動教

室を企画をしたところでございます。又ゴールデンユートピアの方にも指導士の資格を取

得された職員さんが当然いらっしゃるところなんですけれども、今年度保健師が１名新た

に資格を取得をいたしますのは、そういった健康づくりの見直しそしてその中で特に男性

に特化した形での事業展開に向けてというところで、補正予算の計上をさせていただいた

ところでございます。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 試みとしては大変いい試みだというふうに思います。美郷町の保健師さん郡内の川本、邑

南に比べるとですね、結構人数もおられておるわけでございますけども、その分ですね、し

っかりと多くの事業やっておられるというふうに思います。また、こういった新たな資格を

取得して、新たな事業をするということになればですね、限られた人数の中で保健師さんが

やっていただく、期待するところの事業がですね、中途半端にならないようにキャパオーバ

ーにならないようにですね、一人ひとりの保健師さんの、いうふうな職員管理も含めてお願

いをしたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 
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●西嶋議長 

 他にございませんか。 

●西嶋議長 

９番、安田議員。 

●安田議員 

 もう１点ほどお願いします。これも私が、しゃんしゃん聞いとらんかったんで、あれです

けども、ページ２１の００６、集落営農育成事業費で嘱託職員の賃金２５５万を減らして、

事務業務委託料に切り替えたというように説明されたと思うんですけども、委託料の方で

は３００万で４５万ですか、上がったような格好で、ＪＡ職員の委託料だというように説明

がありましたけども、嘱託職員から事務事業の委託料に切り替えたのか、詳しくちょっと説

明をお願いしたいと思います。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 ご質問の集落営農育成事業の事務委託料でございます。当初、社会保険料４５万、嘱託職

員賃金２５５万という３００万の人件費を計上しておりました。その後、町が直接雇用する

職員にではなくＪＡの方から派遣をいただくということで、この事務を進めていくという

ことが６月に決定しました。ということで、町が直接雇用する職員だったら賃金という項目

で出来るわけですけども、ＪＡからの派遣ということで、その金額同額ですけども、委託料

に組み替えさせていただいたと、そういうことでございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 今の関連してですけども、なぜＪＡと職員を派遣していただく、こちらの嘱託職員ではだ

めなのかというところがですね、今安田議員もその辺も、もっと詳しくお聞きしたかったん

だと思いますけども、私もちょっとその辺のところをもう少し詳しくお聞きしたいと思い

ます。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 サポート経営体設立に伴う事務方の雇用ということでございます。まあスキル的に非常

に高度なものもございます。それから農業への理解、経営の理解、そういうものも兼ね備え

たものということを望んでおりました。そういうところでＪＡの方の職員の方が派遣をし

てもいいということをお聞きしましたので、公募でやるよりも事情のよく分かるＪＡの方

でこの事業を進めたいという思いでＪＡの派遣を受けたということになります。以上です。 
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●西嶋議長 

 他に質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第５９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第６０号美郷町国民健康保険特別会計補正予算第２号について質疑を許

します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第６０号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第６１号美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第２号について

質疑を許します。 

質疑はございませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 これはちょっと、そんなに深くはないんですけども、賃金がですね、臨時職員賃金、これ

は通勤費ということで上げたというふうにご説明いただきまして、その交通費を上げた過

程として、今まで臨時職員の方、看護師さんおられましたけども、その方が退職されて、新

たに今度またその臨時職員の看護師さんを採用されるという部分での通勤手当だというふ

うに理解しました。もしですね、今まで臨時職員さんが看護師さんでおられて、また新たに

また今度臨時職員さんの看護師さんを雇用されるというふうな形で、今大和診療所にそう

いった看護師さんがずっと形状的にですね、雇用しなくてはいけないんであればですね、待

遇の悪い臨時職員ではなくてですね、しっかりとした正職員として必要であれば採用され

るというのも１つの手じゃないかなというふうに私、個人的には思っておりますが、いかが

でしょうか。 

●西嶋議長 

 住民課長。 

●高橋住民課長 

 ありがとうございます。大和診療所の方ですけども、現在、正規職員の看護師が３名おり

ます。それから７月末まで臨時の看護師が１名いてもらいましたけども、外部から見られた

ら、職員そんなに要らんじゃないかということもよく聞きはしますけども、実際、外来、そ

れから先生付き、後診察以外のところで採血やったりとかですね、いろんな業務があります。

どうしても日々最低３名は必要な状況です。そうしますとまほろばだいわ、養護老人ホーム

の検診とかですね、あったりとか色々な業務が多々ありまして、そうするとどうしても３名
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ではだめ、４名必要な時というのも出てきます。それに加えて常時３名必要ということにな

ると、看護師が休めないという状況が出てまいりますので、そのために１名臨時さんお願い

しているということ。それからまたさらに加えて言いますと、医療事務の職員が嘱託でござ

いまして、嘱託職員週４日の勤務です。そうすると１日どうしても休まなくてはいけないと

いう時は、医療事務を看護師がやっておりますので、そのときはどうしても１名不足するの

で、その時も臨時の看護師さんに来てもらってやるという状況にございます。ですので、財

政的なこともありますので、私から何とも言えないとこですけども、そういった状況があり

ますので、しっかり看護師を確保したいというのが担当課としては思っております。以上で

す。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 事情は分かる気がいたします。がしかしながら、やっぱりこの前からですね、２回ぐらい

で募集をかけられたんじゃないかというふうに思いますけども、やはり皆さん働くという

ことになれば、それなりの生活の関係もございます。そういった形を考えてですね、補償が

ないとある程度の賃金的な給料的な補償がないと、なかなか、よっしゃあ、そこへ行って働

こうかという気にはならないというふうに思います。診療所の看護師さんなんか今大事な

お仕事としてですね、住民のためにも直結したお仕事だというふうに思いますし、住民の健

康のためにもですね、一時的にそこで大和診療所できちっと見てもらえればですね、大きな

医療費も掛かる心配も多少は減ってくるんじゃないかなというふうに思う中で、やはり、そ

ういった体制というものは、きちっと今まで、先ほども色々言われましたけども、体制を整

えておくということは大事なことだというふうに、私思っておりますので、ぜひともこれ検

討してですね、正職員で必要であれば採用していただくようにお願いをしたいと思います。 

●西嶋議長 

 答弁ええですか。 

（いいですとの声） 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第６１号の質疑を終わります。 

次に、議案第６２号美郷町過疎地域自立促進計画の変更についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第６２号の質疑を終わります。 
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続きまして議案第６３号、工事請負契約の締結（平成２９年度町道連水線道路改良工事）

についての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第６３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第６４号、平成２８年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めることについ

ての質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第６４号の質疑を終わります。 

以上で議案質疑を終わります。 

日程第４、議案の委員会付託を議題といたします。 

お諮りします。 

先ほど質疑を終えた議案第５９号から６４号までの６本の議案につきましては、予めお

手元に配布しております議案付託表のとおり、各委員会へ付託したいと思いますがこれに

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

 ご異議なしと認め、付託表のとおり各委員会へ付託することに決定しました。それぞれの

委員会におかれましては慎重なご審議の程よろしくお願いいたします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は、１３日水曜日定刻より開きます。本日はこれをもちまして散会といたします。

ご苦労さまでした。 

（散  会  午  前  １１時 ２９分） 

 

 

 

 

 

 

 

 


